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介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業 重要事項説明書 

 

１．事業の目的と運営方針 

要支援状態にある方に対し、適正な介護予防・日常生活支援総合事業第１号訪問事業（以下、 

「第１号訪問事業」という。）を提供することにより要支援状態の維持・改善を目的とし、目標を

設定して計画的にサービスを提供します。また、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと

連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

２．事業所の内容 

(１) 事業所の概要 

事業所名         あさひ園ホームヘルパーステーション 

指定番号         ０１７２９０００４５ 

所在地          旭川市緑が丘東１条２丁目１番２１号 

管理者の氏名       有 持 直 記 

電話番号         ０１６６－６６－２７７７ 

ＦＡＸ番号        ０１６６－６０－５５５０ 

サービスを提供する地域  旭川市内 

 

(２) 事業所の従業者体制 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種 職務の内容 人員(常勤換算) 指定基準 

管理者 従業者業務の管理 １名（兼務） １名 

サービス提供責任者 利用申込み調整等 ２名以上 

２．５名 

訪問介護員 訪問介護の提供 
２．５名以上 

（サ責含む） 

 

(３) 訪問時間 

訪 問 日  月曜日から日曜日までとします。（ただし、１２月３０日から１月３日までを除く） 

 また、災害時・感染症の蔓延等の理由により、サービスの提供を休止せざるを得な 

      い場合は、休業することがあります。 

訪問時間  午前９時００分から午後６時００分 
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３．サービスの内容 

 

(１) 身体介護 

① 食事介助 

食事の介助で、全面介助、一部介助又は見守りを行います。配膳から下膳まで含まれます。 

② 排泄介助 

おむつ交換、採尿器や差し込み便器の介助、トイレやポータブルトイレへの移動介助又は  

見守り誘導を行います。 

③ 入浴介助 

浴室への誘導や見守り、入浴中の洗身等を行います。ただし、本人が全く自力で移動が    

できない場合等には、訪問入浴サービス等の他のサービスが必要です。 

④ 清拭・洗髪・部分浴 

入浴が出来ない時など、必要に応じて身体を清潔に保つために行います。 

⑤ 着脱介助 

衣服の着脱の介助を行います。利用者が自分で行えるように配慮しながら行います。 

⑥ 整容介助 

身繕いを介助します。整髪、美容、爪切り等が含まれます。 

⑦ 通院・外出介助 

通院の介助、外出の介助を行います。 

  ⑧ 自立支援 

    自立生活支援のための見守り的援助 

  ⑨ その他必要な身体介護 

 

(２) 生活援助 

① 買物 

日用品や食料品など生活必需品の買物を行います。買物に伴う金銭管理には十分注意し、常に

利用者の確認を得ながら行います。利用者宅から買物に出かけることが原則ですが、派遣時間 

との関係等により訪問前に買物を行う場合は、利用者やサービス提供責任者等と十分相談し、 

買物の内容や金銭管理について確認のうえ行います。 

② 調理 

利用者のための食事の調理、配膳、食後の後片づけ、食品の管理を行います。利用者以外の

家族等の食事の調理は提供できません。 

③ 掃除 

居室等の掃除、布団干し、日常生活用品等の整理整頓等を行います。居室等とは、利用者が  

日常生活に使用している部屋、台所、トイレ、風呂場等です。(換気扇やガラス拭きは含まれない) 

④ 洗濯 

日常的な衣類の洗濯、乾燥、洗濯物の取り込み整理、小物のアイロンがけのほか、ボタン   

付けや衣類のほつれの修繕など、専門的技術が必要なく、短時間でできる範囲内の補修です。 

⑤ 衣類の入れ替え 

季節の変わり目における衣服の入れ替え、寝具の交換等を行います。 

⑥ その他必要な生活援助 
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４．利用料金 

   ①保険者が定める基準により算定した額として設定します。 

②別紙「第１号訪問事業利用料金」の通りとします。   
 

５．サービス利用に当たっての留意事項 

①利用者又はその家族は、体調の変化があった際には事業所の従業者にご一報ください。 

②事業所では、原則として利用者宅の鍵のお預かりはいたしません。鍵の取り扱いについては、   

利用者又はその家族とご相談させていただきます。 

③従業者に対する贈物や飲食のもてなしは、お受けできません。 

④従業者の車に同乗することはできません（買物等）。  

⑤職員へのハラスメント等によりサービスを適切に提供できない状況になった場合には、サービス         

 の中断や契約を解除させていただく場合がございます。 

 

６．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と   

連絡を密にし、とるべき措置についてあらかじめ防災計画を作成し、防災計画に基づき、従業者等の

訓練を行います。 

 

７．緊急時の対応 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師  

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡します。 

 なお、上記の対応可能時間は午前６時００分から午後１０時００分までとします。 

主
治
医 

病 院 名  

所 在 地  

医 師 名  

電話番号  

 

 

緊
急
連
絡
先 

氏 名                        （続柄    ） 

住  所  

電話番号  

 

８．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行う  

など必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の 

場合には、損害賠償を速やかに行います。 

 

９．守秘義務に関する対策 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。 
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また、退職後においてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容として 

います。 

10．利用者の尊厳 

利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

11．身体拘束の禁止 

原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。 

ただし、緊急やむを得ない理由により拘束をせざるを得ない場合には事前に利用者及びその家族へ 

十分な説明をし、同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに    

緊急やむを得ない理由について記録します。 

 また、身体拘束等の適正化のための措置として、関連する指針、マニュアルの職員周知を行います。 

 

12．苦情相談窓口 

※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

      苦情受付窓口：サービス提供責任者  本 間 か ず 子 

      ご利用時間：月曜日～金曜日 ９時００分～１８時００分 

      電 話 番 号：０１６６－６６－２７７７ 

 ※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

   旭川市役所 介護保険課 

       所 在 地：旭川市７条通９丁目４８番地 

       電 話 番 号：０１６６－２５－６４８５ 

       ＦＡＸ番号：０１６６－２９－６４０４ 

    旭川市役所 長寿社会課 

       所 在 地：旭川市７条通９丁目４８番地 

       電 話 番 号：０１６６－２５－９７９７ 

       ＦＡＸ番号：０１６６－２９－６４０４ 

国民健康保険団体連合会 

       所 在 地：札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館 

       電 話 番 号：０１１－２３１－５１６１ 

        ＦＡＸ番号：０１１－２３３－２１７８ 

   北海道福祉サービス運営適正化委員会 

       所 在 地：札幌市中央区北２条西７丁目 かでる２．７ 

       電 話 番 号：０１１－２０４－６３１０ 

       ＦＡＸ番号：０１１－２０４－６３１１ 

  

※苦情処理第三者委員   

氏名 佐 藤 雅 之 住所(自)旭川市東旭川南2条3丁目5-13         ℡ 37-3072 

氏名 西木戸恒彦 住所(勤)旭川市9条通16丁目左7号税理士法人カムイ会計 ℡ 24-1331 

氏名 森  倫 子 住所(自)旭川市4条通2丁目926-6           ℡ 24-0465 

公平中立な立場で、苦情を受け付け相談にのっていただける委員です。 
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13．損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任によりご利用者様に生じた損害については、事業者は、速やかに

その損害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の  

置かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、事業者の損害賠償責任を

減じさせていただきます。 

 

 

 

 

令和  年  月  日 

 

第１号訪問事業サービスの開始に当たり、社会福祉法人旭川三和会あさひ園ホームヘルパーステーションは

利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項を説明し交付しました。 

 

＜事業者＞ 

住  所   北海道旭川市緑が丘東１条２丁目１番２１号 

事業者名   社会福祉法人 旭 川 三 和 会 

   あさひ園ホームヘルパーステーション 

管 理 者    有 持 直 記 

 

説明者職氏名 ホームヘルパー 氏名                   印 

 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から第１号訪問事業について重要事項の説明を受け、同意 

しました。 

 

 

＜利用者＞ 

 

住所  

    

氏名                                  印 

 

 

＜契約者＞ 

 

住所     

 

氏名                           （続柄   ）印 


